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保護者の経済的負担を軽減することを目的として、認可外保育施設※1または市内の認証保育所※2を利用して

いる児童の保護者に補助金を交付します。 

※１ 保育を行うことを目的とする施設であって、市が認可する施設及び事業以外のもので、児童福祉法第59条の2第1項の 

      規定により認可外保育施設として設置の届出がされた施設です。 
 

※２ 保育士の配置基準や保育室の面積基準等、一定の基準を満たした認可外保育施設を、市が認証保育所として認証した施 
設です。 

 

 

 

 

認可外保育施設 認証保育所 

認可外保育施設として設置の届出がされている施設 

のうち下記施設を除きます。 

 

＊地方裁量型認定こども園 

＊事業所内保育施設 
＊企業主導型保育事業の実施施設 

＊居宅訪問型保育事業(ﾍﾞﾋﾞｰｼｯﾀｰ) 

グリーンベア・ベイサイド校のみ 

（グリーンベア・ベイサイド船橋夏見校は対象となりま

せん） 

 

 

 

 

 補助対象施設を月極契約で利用する、０歳から２歳クラスに在籍している住民税課税世帯の児童 

 

下記に該当する方は補助の対象となりません。 

・認可保育所等、認定こども園、企業主導型保育事業の実施施設及び幼稚園を併用している児童 

・０歳から２歳クラスに在籍している住民税非課税世帯の児童及び３歳から５歳クラスに在籍している児童 
（施設等利用費(無償化)の対象となり、施設等利用費を請求するためには、居住する自治体において、予め施設等利用 
給付認定第２号または第３号の保育の必要性の認定を受ける必要があります。） 

 

↓市ホームページはこちら↓  

           

 

                  

事業の概要 

補助対象者 

補助対象施設 

【問い合わせ先】 

〒273-8501 船橋市湊町２－１０－２５  

船橋市 こども家庭部 保育入園課 

０４７－４３６－２３２９ 

０～２歳クラス 住民税課税世帯向け 

船橋市認可外保育施設通園児補助金申請の手引き 



 

 

 次の要件をすべて満たす方が対象となります。 

 保護者 
※「同居している父、母」又は「内縁の夫、妻」等、児童を現に監護する方をいいます。

なお、利用月ごとの世帯状況で判断します。 
児童 

1 補助対象施設に通園している時、船橋市に居住し、かつ住民登録がある。 

2 住民税課税世帯である。 ０～２歳クラスに在籍している 

3 保護者それぞれについて、以下のいずれかの事由で保育を必要

としている 

●就労（月64時間以上労働することを常態としている） 

育児休業及び育児休業に準ずるものとして市長が認める 

休業明けの場合は復帰日により補助対象月が異なります。 

a. 月の  1～15日に復帰する方は前月１日から 

b. 月の16～31日に復帰する方は当月１日から 
 

●疾病、負傷、障害 
 

●親族を介護又は看護している 
 

●就学（学校教育法に規定する学校に通学、または職業訓練校で

訓練を受けている） 
 

●求職活動中（求職活動開始日から起算して９０日目を迎える

月の末日まで） 
 

●妊娠・出産（出産予定月の前２か月（多胎妊娠の場合は 

出産予定月の前４か月）から、出産後 56 日

目を迎える月の末日まで） 
 

●きょうだいの育児休業中または育児休業に準ずるものとして市

長が認める休業中 
 

●災害復旧 

補助対象施設と月64時間以上 

通園する契約を行っている 

 

 例）月曜日から金曜日の週５日、午

前9時から午後5時で通園する契約をし

ている場合（１日８時間×月20日）、

１か月の通園時間は 64時間以上となる

ため、補助の対象となります。 

 

 

 

保護者が負担した利用料で月額30,000円が上限となります。 

利用料には日用品等の購入費、行事への参加費、食事の提供費、送迎費等は含みません。 

 

 

 

 必要書類を揃え、保育入園課まで郵送でご提出ください。保育入園課窓口（市役所３階）でご提出いただ

くことも可能です。出張所、連絡所、船橋駅前総合窓口センター(フェイス)等では申請できません。（補助対

象施設によっては施設でとりまとめて市へ提出することもあります。） 

 なお、申請書類等に不備・不足等があった場合は一度申請書類を返却しますので、揃えたうえで再度提出し

てください。また、提出書類の内容等に不正が認められた場合、補助金は交付できません。不正に補助金を得

た場合は、補助金を返還していただくことになります。 

補助金額について 

申請について 

補助の要件 



 

  様式は、市ホームページからダウンロードできます。 

申請時に毎回 

必要な書類 

認可外保育施設 通園児補助金交付申請書（第１号様式） 

領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(第2号様式)等の施設が証明したもの 

（補助対象施設に記入していただく書類です） 

  

 

 

 

 

年度の初回申請 

時に必要な書類 

(保護者について

いずかれの書類) 

 

 

 

 

 

該当項目がない

場合は、保育入

園課までお問い合

わせください 

就労 就労証明書（保育入園課専用の様式） 

‣勤務先で記入していただき、年度最初の申請時に原 

本を提出してください。 

‣自営業の場合、直近の確定申告書の写し、個人事 

業の開業届出書の写しなど、事業実績を確認できる 

書類を添付してください。ただし、直近年度分の船橋 

市の市民税において「営業収入」又は「農業収入」の 

区分で、収入額0円以外で申告していることが確認 

できる場合は、書類の提出を省略できます。 

 

証明日が

令和 5 年

4 月 1 日

以降のも

の 

疾病、負傷、障害 主治医の意見書および障害者手帳の写し 

‣身体１～２級、精神１級、療育手帳所持者は、 

主治医の意見書は不要です。 

親族の介護・看護 主治医の意見書および介護・看護状況説明書

（主治医の意見書の裏面にあります） 

就学 在学証明書及びカリキュラム（時間割等） 

求職活動中 求職に関する申告書 

妊娠、出産 母子健康手帳の写し 

(分娩予定日および母親の氏名を確認できるページ)  

きょうだいの育児休業、 

育児休業に準ずるものと 

して市長が認める休業 

育児休業等休業期間が記載された就労証明書等 

該当する場合の

み必要な書類 

令和４年１月１日時

点で船橋市外に住んで

いた場合 

＜令和５年４月～８月分をご申請する場合＞ 

令和４年１月１日時点でお住まいだった市区町村発行の

(令和４年度)市区町村民税課税証明書または給与所得

等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書等 

令和５年１月１日時

点で船橋市外に住んで

いた場合 

＜令和５年９月～令和６年３月分をご申請する場合＞ 

令和５年１月１日時点でお住まいだった市区町村発行の

(令和５年度)市区町村民税課税証明書または給与所得

等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書等 

非課税世帯かつ該当年 

度に海外収入があった場 

合 

必要書類については、保育入園課までお問い合わせくださ

い。 

 

申請書類について 

【記入上の注意】 
・消えるボールペン、修正テープ等は使用できません（黒のボールペンをご使用ください。）。 

・訂正がある場合は、新しい用紙にご記入ください。 
・二重線、訂正印等により訂正を行ったものは受付できません。 

 



 

 

  通園月 申請期間 振込予定月 

第１期 ４月～ ６月   ７月  3日～  ７月31日   ８月下旬～ ９月下旬 

第２期 ７月～ ９月 １０月  2日～１０月３１日  １１月下旬～１２月下旬 

第３期 １０月～１２月   １月  ４日～  １月３１日   ２月下旬～ ３月下旬 

第4期 １月～ ３月   ３月２1日～  ４月１0日   ４月下旬～ ５月下旬 

・令和5年度の最終申請締め切りは令和6年４月10日（水）（郵便の場合は当日消印有効）です。 

 会計処理の関係上、最終申請締め切り後は申請を受付できません。 

・第１期～第３期分については、各期の申請期間を過ぎた場合でも最終申請締め切りまで交付申請が可能です。 

 

 

 

 

 保育入園課（市役所３階）で配布しております。市ホームページからもダウンロードできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

書類の配布場所 

認可外保育施設通園児補助金のフローチャート 

申請期間・振込時期について 

いいえ 

いいえ 
補助対象施設を利用していた期間中、船橋市に居住し、かつ、住民登録をしていましたか？ 

０歳から２歳クラスに在籍している住民税課税世帯の児童ですか？ 

補 

助 

の 

対 

象 

と 

な 

り 

ま 

せ 

ん 

は い 

いいえ 

は い 

は い 

保護者が、次のいずれかの要件に該当しますか？ 

１．就労          月64時間以上労働することを常態としている 

２．妊娠、出産      出産予定月の前２か月（多胎妊娠の場合は出産月の前４か月）から、 

出産後56日目を迎えた月の末日まで               

３．疾病、負傷、障害 

４．介護・看護      親族を介護又は看護している    

５．災害復旧     

６．求職活動中     求職活動開始日から起算して90日目を迎える月の末日まで 

７．就学          学校教育法に規定する学校に通学、または職業訓練校で訓練を受けている 

８．きょうだいの育児休業中または育児休業に準ずるものとして市長が認める休業中 

補助の対象となりません。 

０歳から２歳クラスに在籍している住民税非課税世帯

の児童及び３歳から５歳クラスに在籍している児童

は、施設等利用給付(無償化)の対象となります。 

※施設利用前に保育の必要性の認定（施設等利用

給付認定第２号または第３号の認定を受ける必要

があります。保育入園課でお手続きください。 

補助対象施設と月 64 時間以上通園する契約を行っている場合

に、補助の対象となります。 

 


